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している問題として、「養成」段階における教
育実習を考えたい。

₂　目的

　改めて言うまでもないが、教育実習は、教
育職員免許法で義務付けられた教員免許状を
取得するための必修単位である。実習先の確
保、実習までの心構えの指導、教科指導は、
実習事前・事後指導を含めて大学が担うのが
常である。しかし、実際の教育実習は、実習
先の各幼稚園・小学校・中学校・高等学校に
学生の指導を「お願い」し、学生は実習に「行
かせて頂く」といったようなスタンスをとら
ざるをえない。そもそも、教育実習が、法規
的に定められた単位であることを考えれば、

「お願い」される教育実習校もまた「養成」
の主体であると考えることができる。つまり、
教育実習とは、大学が主体として考える履修
単位のひとつ、という意味だけではなく、各
実習先の学校もまた、主体となって行う実践
経験の場であるといえるであろう２。
　いま、この自明ともいえる教育実習の捉え
方を敢えて強調したのは、教職課程を担当す
る筆者にとって、教育実習において、実習先
から求められる「学生」の資質能力と、大学

１　問題意識の所在

　教員の「養成」「採用」「研修」のプロセス
は、教師教育を考える際の最も基本的な研究
対象である。今日においても、例えば「教職
実践演習」（養成）のカリキュラム開発や、「免
許更新制」（研修）の是非について多くの議
論があることは、この基本的プロセスが、研
究の所与の条件として受け入れられている証
であるともいえる。また、この「養成」「採用」

「研修」のプロセスが、今日複雑な様相を呈
している点においても、ある種の了解が研究
者のなかには存在していると思われる。例え
ば通常、「養成」を担うのは、大学であると考
えることができようが、今日、東京都の「教
師塾」に代表されるように、各自治体が「養
成」を担う現象が増加している。このような
現象はこれまでの「養成」の主体が変化する
ことを意味するため、教員養成の質保証を考
える際には、看過できない問題といえる。つ
まり、先に述べた「養成」「採用」「研修」の
複雑な様相には、「養成」「採用」「研修」にお
けるそれぞれの主体が、明確ではないという
点にも、原因のひとつがあるように思われる１。
　本論ではさらに、その主体の不明確さを呈

キーワード	：教員養成、教育実習、中央教育審議会答申
Key words	：Teacher Training in University, Teaching Practice, Reports by the Central Council for Education

「養成」「採用」のプロセスにおける教育実習の役割
A role of Teaching Practice on the process of “Teaching Training in University” 

and “the selection Test System of Teacher candidates”

布　村　育　子
NUNOMURA, Ikuko



― 134 ―

埼玉学園大学紀要（人間学部篇）　第９号

習研究部会では、2003年度から、各教員養成
大学、実習校に、アンケート調査を行ない、
教育実習生に求められる資質能力について研
究を重ねている。2009年には、この結果を、
全国私立大学教職課程研究連絡協議会第29回
研究大会において発表している。筆者もこの
研究部会に2008年度から参加しているため、
本論ではこの調査結果を援用し、第１の目的
である、教育実習校が「学生」に求めている
資質能力を確認する作業を行いたい。その際、
この調査結果を、さらに精査し、論文と発表
形式のレジュメにまとめた、冨江―川島の研
究（2008　2009）に多くを拠ることになる。
　この研究結果の再確認を終えた後に、本論
の第２の目的である、「人物評価重視」を標榜
する国の教員「採用」方針を、文部科学省（文
部省）の答申をもとに整理する。ここで、文
部科学省（文部省）の答申内容を整理するの
は、「採用」を担う各自治体の「採用」が、近
年、人物評価重視に偏り、その偏りを、国が
評価するかのような文言が散見できるからで
ある。もちろん、文部科学省の動向を整理す
るだけでは、「採用」の方針を整理したことに
はならない。例えば地方自治体の「採用」方
針は、教師をめぐる様々な事件と、それに対
するメディアの反応によって決定する場合も
ある。しかし今回は、論を簡潔にするために、
この方法によって、現在の「採用」の方針を

「人物評価重視」というキーワードから検討
したいと考えている。

₄　教育実習校が、「学生」に求める資質
能力

　では、これより本論を展開する。まずは、
先に述べたように、関東私立大学教職課程研
究連絡協議会、実習研究部会の調査結果を再

が他の教職課程科目の中で目指す「教員」の
資質能力に、若干の差異が認められるような
場面を多く経験したからである。例えば教育
実習を行った学生が、教職に対する「情熱」
を強める、といったことは、よく言われるこ
とではあるのだが、そのような「情熱」が、「大
学での勉強なんてくだらない、教員になるに
は、教育実習で経験したような実践的な勉強
が大切だ」といった、誤った「情熱」となる
場合がある。このような感覚をもつ学生の輩
出は、大学教育にとっても、実習を担う各実
習校にとっても、建設的な教員養成とはいえ
ない。では、なぜ学生はこのような感覚を持
つのだろうか。筆者は、この問題を考える際
にも、「養成」の複雑な様相―「養成」の主体
の不明確さが関係しているように思う。この
複雑さによって、大学が目的とする、教員と
しての資質能力の「養成」と、実習校が求め
る「実習生」の資質能力に、差異が生じてい
るのではないかと思われる。筆者はこの疑問
に一定の「答え」を出すために、本論の目的
を以下のように設定した。
① 教育実習において「学生」に求められて

いる資質能力とは何かを再確認する。
② ①で確認された資質能力が、「人物評価重

視」を標榜する国の教員「採用」方針に
後押しされている構図を検討する。

③　①と②を踏まえて、「養成」から「採用」
に至る過程において「教育実習」がどの
ような役割を果たすのが妥当であるのか
を考察する。

₃　方法

　前章で述べた目的のために、本論では以下
のような方法をとる。
　関東私立大学教職課程研究連絡協議会、実
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する大学への「苦情・要望」として、以下の
３点をまとめている。①教員志望の学生を
送って欲しい、②教科指導等の徹底、③社会
人としての基本的マナー、心構え指導の徹底、
である。①を、「教員志望であること」、②を「教
科指導力があること」、③を、「社会人として
の常識が備わっていること」と言い直せば、
この３点は、教育実習校が「学生」に求める
資質能力と考えることもできよう。ここで、
興味深い点として指摘しておきたいのは、上
記３点が、純粋に大学の中だけで育まれる「資
質能力」ではないという点、つまり、当該学
生の、大学入学以前までに形成された性格傾
向や、将来像と言った、明確にその形成時期
を特定できない「資質能力」に着目して述べ
られている点である。
　例えば、「教員志望」という将来像は、大学
の教職課程の学習の中から育まれる場合が
あったとしても、そもそも、教職課程を履修

確認する作業を行なう。調査概要については、
冨江―川島（2008　2009）が詳解しているた
めここでは簡単に述べるに留める。
調査時期： 2008年11月
調査方法： 郵送法（関東地区１都９県２５５

校に発送）
調査対象： 回答校内訳（表１）

　この調査結果から得られた、教育実習校か
らの、大学への「苦情・要望」を再掲する。（下
図表３－７）
　冨江・川島は、調査結果から、実習生に関

苦情・要望（図表₃－₇）

表₁　回答校内訳

公立 私立 計
小学校 中学校 高校 中高

147
57.6%

27 63 30 27
45.0% 63.0% 60.0% 60.0%

冨江英俊・川島眞「教育実習の諸問題　実習生受け
入れ校アンケートから」（2009）発表レジュメより抜
粋

項目 計 小 中 高 私立 下記を含む

教員志望の学生を送って欲しい 27 3 11 5 3
目的意識を持った学生／教員としての適性を見極
めてから出して欲しい

教科指導等の徹底 16 2 4 3 7
指導案が書けない／教材研究への取り組み方／教
壇実習に耐えうる学力／基礎学力を付けて欲しい

社会人としての基本的マナー、心構え指導の
徹底

14 4 6 2 2

学校という職場にふさわしい頭髪、服装、言動が
取れるよう指導願いたい（アルバイト先とは違う）
／職場で働くという意識をもたせる／学校のきま
りをしっかり守るように指導して欲しい

（その他）

書類、事務的手続きに関する要望 8 1 3 4 0
評価項目の数／用紙サイズ統一／指導教諭記入は
最低限に

実習中に大学から訪問して欲しい 3 2 1 0 0
受入れ校におまかせという大学の態度 謝礼はあるべき
実習日程を学校の都合優先に 実習は付属校、系列校で
教授が威張っている 実習後その学生がどうなったかを教えて欲しい（教採受験、進路）
実習手続きの指導の徹底 麻疹の抗体検査への対応がまちまちで困る

学校数 147 27 63 30 27
冨江英俊・川島眞「教育実習の諸問題　実習生受け入れ校アンケートから」（2009）発表レジュメより抜粋
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用」のプロセスを考える際に、この調査結果
は大変重要な示唆を与えてくれる。以下は、
教育委員会の考える「教員に求められる能力」
のうち、大学で養成すべきとされる能力をま
とめた表の再掲である。左が求められる能力
の項目であり、右側の数値は回答した教育委
員会の数である。

　この表と、先に述べた調査結果を比較して
みる。教育実習校が、最も求めていた「学生」
の資質能力であるところの「教員志望である
こと」については、教育委員会が考える ｢教
員に求められる資質能力」の結果には表れて
こない。だが、「教科指導力」を、「教科の専門
的知識・技術」に、「社会人としての常識」を

「社会的・日常的な常識」と重ねあわせて考
えれば、教育実習校が求める資質能力と、教
育委員会が学生に求める資質能力の整合性を
考えることはできそうである。つまり、本調
査からは、「採用」の主体である「教育委員
会」もまた、大学のカリキュラムの中だけで
は育まれにくい学生の資質能力を大学の「養
成」に求めている、ということが確認できる
と思われる。
　では、なぜ、教育実習校や教育委員会は、
このような「資質能力」を「大学」（養成）
に求めるような構図ができあがっているので
あろうか。筆者は、近年の「採用」における

「人物評価重視」の傾向に、その原因の一端

している事実から考えると大学入学以前に形
成されている将来像であって、「キャリア教
育」が初等教育段階から始められている現在
では、高校卒業時に「学校の先生になりたい」
といった「素朴」な将来像をもっているのは
稀有なことではないだろう３。また「教科指
導の徹底」は、模擬授業の指導や場面指導を
大学の「教科教育法」の中で行うとしても、
授業に資するための「学力」といったものは、
高等学校までの学習によって培われているも
のであるともいえる。もし、その学生の「教
科指導に資する学力」が適切ではなかった場
合、大学４年間の「学習の成果」を問われる
のは当然であったとしても、母校実習が慣例
化している現在、学生が在籍していた高等学
校における「学習の成果」もまた、問われて
よいのではないかと思われる。さらに、「社会
人としての常識」は、特に教員志望の学生だ
けに問われるものではないと思うが、このよ
うな生活習慣と密接な関わりをもつ教育機会
は、大学教育においてではなく、それ以前の
学校の中や、家庭教育の中に多く存在してい
たと思われる。
　多忙な教育現場で、カリキュラムを変更し
てまで教育実習を行っている現状を考えれば、
教育実習校の「大学」に対する要望・苦情は
当然である。しかし、求められている学生の

「資質能力」は、大学教育だけで育まれるも
のではない点は強調しておきたい。
　ではここで、さらに本論の問題点を明確に
するために、教育委員会に対して行われた別
の調査結果を検討したい。藤本（2005）は、
各自治体の教育委員会に対する調査結果から、
教育委員会が考える「教員に求められる能力」
をまとめている。「教育委員会」は「採用」
の主体であり、本論において「養成」と「採

表1.2.1　大学における教職課程教育の段階

教科の専門的知識・技術 21
社会的・日常的な常識 18
基礎的教養 17
教育に関する体系的知識 6
子ども理解 5

藤本典裕「採用試験」（2005）より抜粋（37P）
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考」された受験者が、Bの自治体では不合格
になるという事態が起こっている。これは、
1996年以後の教員採用試験においても変わら
ぬ傾向であり、「団塊の世代」が退職を迎えた
ここ数年においては、かつて「選考」されな
かった受験者であっても、競走倍率の低い都
道府県においては、「選考」されるという事態
が起こっている。しかも「選考」する主体は、
教育委員会であり、2008年度に発覚した大分
県の教員採用試験をめぐる不正事件を例にと
るまでもなく、「選考基準」の不透明さが常に
採用試験にはつきまとっている。教育委員会
は、「個人面接」「集団面接」「論作文」といっ
たような様々な試験方法によって、「人物評価
重視」の「選考」を行っていることを強調す
るのであるが、それらの「選考」が、客観的
な評価を行う第三者機関ではない以上、例え

「選考基準」が公表されても、「選考」者の主
観が限りなく反映されてしまうのが現在の教
員採用試験制度である。
　つまり、教員採用試験とは、「人物評価重視」
の「選考」を行っていると言い切ることはで
きず、その「選考」は、採用試験の倍率や教
員の需給関係、地方教育委員会のシステムと
言った、現実的な側面が影響して行われてい
る面が大きく、したがって、ここまで述べて
きたように、教育実習校や教育委員会は、

「人物評価重視」を強調したとしても、その
観点から語られる「教員養成」が、実質的に

「採用」と接続しているわけではないのである。
　では、なぜ、このような「人物評価重視」が、

「採用」において、重視されるようになった
のであろうか。次章では、この「人物評価重
視」の「採用」がどのように強調されてきた
のかを、戦後の文部科学省の答申を振り返り、
確認していきたい。

があるよう思われる。言うまでもなく、教員
は、競争試験を受けて教員になるのではなく、

「選考」によって教員になっていく。「選考」
は学科試験だけではなく、面接試験・論作文
試験・模擬授業の評価といったような多様な
方法によって行われているのではあるが、こ
の「選考」の基準が、近年「人物評価重視」
の傾向にあることが認められている４。すな
わち、教育実習校は、「採用」における「人物
評価重視」を、前倒しにして、学生を評価し
ている可能性が考えられる。この構図は、「養
成」から「採用」へ至るプロセスとしては、
連続的であると言えるかもしれない。だが、
注意したいのは、「養成」段階における大学教
育は「教育実習」だけを行っているのではな
いという点である。にもかかわらず、「教育実
習」と「採用」のプロセスが連続的であるこ
とによって、「人物評価重視」が、教員になろ
うとする学生からも、実習を担う教職課程の
教員からも、問題視されないような構図がで
きあがっているように思われる。だが、ここ
でもう少し本質的な問題を考えたい。その問
題とは、現在、「人物評価重視」によって「本
当に」採用が行われているのか、という点で
ある。

₅　需給関係に左右される「採用」

　山崎（1998）は、その著書の中で、戦後か
ら1996年までの採用試験の動向を振り返り、
その「選考」が「倍率」や「需給関係」によっ
て左右されている様を指摘している。つまり、
教員採用試験とは、受験者の資質能力を「選
考」している試験であると言い切ることはで
きず、地方自治体の教員数の補充という現実
的な要請が「選考」を左右していることにな
り、その結果、Aの自治体で「資質能力」を「選



― 138 ―

埼玉学園大学紀要（人間学部篇）　第９号

答申のように、「採用」のシステムが端的には
述べられてはいない。だが、「採用」に関する
興味深い記述が、「拡充整備」の試算が示され
たあとに、以下のように示されている。多少
長くなるが、引用したい。
　「しかしながら，この試算から予想される
他の重要な課題は，教育の量的な膨張と質的
な充実を並行的に行おうとする場合の，教員
の需給調整をどうするかということである。
これまでの教職への就職率が変わらないと仮
定した場合の標準新規就職者数に対して，幼
稚園，小学校，中学校では，それぞれ，35%

程度の増加がなければ試算のような改善措置
は実現できないであろう。そのためには，教
員養成大学による計画的な養成を充実すると
同時に，教員の処遇の改善により教職への人
材誘致を強化することが先決である。とくに，
高等教育の拡充整備は，「大学院」，「研究院」
の拡充が先行しなければ，教員の需給関係か
ら行きづまりを生じるであろう。試算のよう
に，それらを相当大幅に拡充してもなお，教
員需要数の40～50%程度は，一般社会の専門
的・技術的職業の従事者からの供給に期待し
なければならない。このことは，上の１で述
べた高等教育に対する需要の増大を考慮して
その基本計画を立案する場合，まず，高等教
育の伝統的な履修形態以外の方法による教育
の機会を拡充するとともに，教員確保の見通
しを前提として高等教育の質的水準を維持す
るよう，その規模の拡大に一定の限度を設け
ることについて，あるいは，基本構想IIの１
と３で述べた標準履修年数や教育方法の改善
について，真剣に検討する必要のあることを
意味している。」（第２編　４試算結果から指
摘される問題点（３））
　この引用部分には、今日につながる「採用」

₆　人物評価重視の採用

　戦後、「教員」の「採用」について最も早く
言及した答申は、1958（昭和33）年の中央教
育審議会答申「教員養成制度の改善方策につ
いて」であろう。この答申では、大学で「養
成」された卒業生を、「全員教員に採用され
るよう措置する。そのため（ト）に掲げる機
関において調整を行うほか，卒業者に対し就
職指定の制度を考慮する必要がある。」（３．
教員養成を目的とする大学における養成（４）
国立の教育大学（学部）（へ）卒業者の取扱い）
と述べられており、「養成」と「採用」の接続
が強調されている。陣内（2005）は、その著
書の中で、「養成」「採用」「研修」の歴史的変
遷を、特に東京都及び東京学芸大学を事例と
してまとめている。その中で、この時期以降
の東京学芸大学の就職状況を調査し、「昭和50
年代の初頭まで、東京学芸大学における就職
状況は極めて順調で、教員就職志望者のほと
んど百パーセントが、卒業と同時に教員とし
てそれぞれの職場に赴任していた」（201p）
と記述している。つまり、この答申が述べて
いる「養成」と「採用」の接続は、単なる理
念ではなく、現実的な事象であったといえる
だろう。
　次に、いわゆる「四六答申」と呼ばれる「今
後における学校教育の総合的な拡充整備のた
めの基本的施策について」を考えてみる５。
この答申においては、「教職の専門性」を保証
できるような、「養成」「採用」「研修」のシス
テムが重要であり、教員の「資質能力」とは、
必ずしも「採用」段階において備えていると
いうものではなく、教員に採用されて以降の、
長期的な研修の中に育まれていくという点６

が強調されている。「四六答申」には、先の
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いう、従来とは逆向きの教育改革の構図が生
まれていたという点である。陣内はこの事実
を特に「研修」を軸に述べているのであるが、
この時期すでに、「採用」においても同様の事
実があったことが示唆されている。つまり、
教員が、各自治体の教員の需給関係によって

「選考」される状況とともに、例えば、2008
年度に発覚した大分県のように、教員採用を
めぐる不正事件の温床となりやすい、教育委
員会を軸とした地方分権の基盤が、固められ
始めたのもこの時期であると、言えそうであ
る。
　以後、1987（昭和62）年から1999（平成
11）年の教育職員養成審議会答申８で提起さ
れている「採用」の改革案もまた、地方自治
体の教員の需給関係から述べられていること
に変わりはない。ただし、先にも述べたよう
に、すでにこの時期、「採用」においては、地
方分権が機能しており、国が示す答申の「理
念」は、地方自治体の教員採用試験をめぐる
改革を理由付けしているような印象を与える。
例えば、以下のような記述がある。
　「教員の採用については，これまで教員と
して有すべき知識・技能を判断するための学
力試験，及び，人物を判断するための面接試
験等を中心とした採用試験の実施により，各
任命権者がそれぞれ工夫を凝らして，教員と
して適格性のある者の採用に努めてきたとこ
ろであり，特に，近年，教員採用者数が減少
する中で，採用の段階で教員にふさわしい優
れた人材を確保するため，採用選考の在り方
を人物評価重視の方向に改善し，一定の成果
をあげてきている。」（教養審第三次答申　Ⅲ
　採用の改善１．採用の現状（２））
　ここでは、「四六答申」が示したような、教
員の補充のために、必要に迫られて「社会人」

をめぐる課題が端的に表れているといってよ
い。第一に、教員の需給関係が教員の「採用」
を左右する現実が示されている。第二に、「養
成」と「採用」の乖離を危惧する記述がみら
れる。第三に、教員数の補充を、「一般社会の
専門的・技術的職業の従事者からの供給に期
待」せざるをえない現状が示されている。こ
の三点は、現在においても解消されていない

「採用」をめぐる課題であり、特に、第三に
示した「一般社会の専門的・技術的職業の従
事者からの供給」からは、今日における、教
員採用試験の「社会人入試」をめぐる諸問題
を想起することができる７。つまり、すでに
この時期から、教員の「採用」は、「資質能力」
を「選考」するという理念から行われるので
はなく、教員の需給関係、いわば、各自治体
の事情によって「選考」が行われる運命が示
唆されていたといえるだろう。
　陣内（2005）は、「四六答申」以後、この
答申の提言にそって教育行政が進められてい
く様を、東京都を事例として整理している。
ここで注意しておきたいのは、陣内の以下の
ような記述である。「その後昭和56年11月に、
自民党文教部会教員問題小委員会が「教員の
資質向上に関する提言」を、翌57年１月には、
都道府県教育長協議会が「教員採用のあり
方」、および「教職員研修のあり方」につい
ての意見書をとりまとめた。こうした動きに
対応して、文部省は57年５月31日付けで、都
道府県・指定都市教育委員会宛に、「教員の採
用および研修について」の初中局長通知を送
付した」（209p）。この記述から看取できる
のは、「四六答申」の提言に従って、地方自治
体の教育行政が進められていくという面が
あったとしても、昭和50年代後半には、地方
自治体の動向が、国の方針を決定していくと
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ても、大きくは、教養審の第三次答申とその
方向性に変化はない。例えば、「採用」につい
て、以下のような記述がある。
　「近年，採用の段階で教員にふさわしい優
れた人材を確保するため，各都道府県教育委
員会等で人物評価重視の方向で採用選考の改
善が進んでいる。より適格性を有する教員を
確保するため，教員採用に際しては，教育職
員養成審議会第３次答申で提言されていると
おり，学力試験については一定の水準に達し
ているかどうかを評価するために活用するこ
とにとどめ，面接試験を重視したり，様々な
社会体験，ボランティア経験や教育実習以外
の学校現場体験を評価するなど，各都道府県
教育委員会等において選考方法をより一層工
夫することにより，教員志望者の人物を重視
する方向で選考方法の一層の改善を推進する
ことが必要である。」（４．教員の資質向上に
向けての提案（１）－③　人物重視の教員採
用の一層の推進）
　この記述から考えうる「人物評価重視」の
意味を確認しておきたい。先に説明してきた
ように、社会人の教員への登用は、教員の需
給関係から、必要に迫れて行われているもの
であるという事実があったとしても、本答申
の「Ⅲ　特別免許状の活用促進」の中でも述
べているように、新卒者にはない「人生」の

「経験」といったものが、教職に資するもの
であるという見解を、完全には否定すること
はできない10。だが、ここで述べられている
のは、新卒者（大学生）の「経験」の重視で
ある。すなわち、大学四年間で、「社会体験」「ボ
ランティア経験」「実習以外の現場体験」を「経
験」した学生が「人物評価重視」の採用試験
で評価されるという道筋である。改めて言う
までもなく、「養成」を担う大学に、この種の

を教員に「選考」するという「事実」が記述
されているのではなく、各自治体が、「工夫を
凝らした」結果、試験内容が「人物評価重視」
にシフトしたこと、そのシフトが、結果とし
て、「すぐれた人材を確保すること」に「成果」
をあげることになったというストーリーが記
述されている。ここで、「ストーリー」という
言葉を使用したのは、「人物評価重視」の試験
によって、成果をあげられたという因果関係
は、証明することが不可能であると考えるか
らだ９。つまり、各自治体の教員の補充のた
めに行ってきた、試験制度の緩和によって、

「教員を充足」することができたという事実
は述べられても、採用された「教員」に「適
格性」があったということは、説得性に欠け、
この因果関係を、「採用」の方針として語り続
けるには、論理的に無理があるように思われ
る。しかし、「人物評価重視」の試験方針は、
これ以後、国が一定の評価を与えたことで、
さらに重視されていくことになる。
　また、この答申は、採用の改善の「具体的
方策」として、「採用選考の多様化」「採用選
考の内容・基準の公表」「良質な学力試験問
題の研究開発」「条件付使用制度等の運用の
改善」「障害者の受験に対する配慮」「中・長
期的な採用計画の策定」を改善策として掲げ
ているのだが、ここに示された「改善策」は、
各自治体にその運用が任されたままになって
おり、先に述べたように、「採用試験の選考の
基準」は公表されず、「良質な試験問題の研究
開発」も、行われているとは言いがたい現状
がある。つまり、答申から10年たった現在も
この答申の「改善案」は、純粋に「案」のま
まである。
　2002（平成14）年の中央教育審議会答申「今
後の教員免許制度の在り方について」におい
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用」方針は、常に評価の曖昧さを露呈し、教
員採用試験の不正を招く結果に繋がりかねな
いと考える。とくに、新卒者の「採用」につ
いて考えるならば、「人物評価重視」を「４年
間の経験の蓄積」として考えた所で、非常に
限定された「経験」しかできず、それを教員
の「適格性」と呼ぶには十分ではないと考え
る。また、「四六答申」が述べていたように、
教員の高度な専門性とは、「養成」「採用」「研
修」のプロセスの中で育まれていくのであり、

「教育実習」において、実習校から求められ
ている「資質能力」があるからといって、教
員の専門性が保証されるわけではないともい
える。同じく「養成」を担う主体として、実
習校と大学の連携は求められてしかるべきで
あるが、ここまで述べてきた点を考慮すると、
実習校が実習生に求めている「資質能力」と、
現在の「採用」の動向とは、あまり整合性が
ないようにも思える。また、「採用」が「人物
評価重視」を標榜しながらも、教員の需給関
係が「選考」を左右する場合、教員に「選考」
された合格者が、その時点において、教員に
ふさわしい人物であったといえる根拠にはな
らない。日本の公教育の水準を考えた場合、
現在の教員の資質能力の高さを評価すること
は出来ると思う。しかしそれは、「人物評価重
視」の「採用」が機能しているというよりも、

「四六答申」が示していたように、「養成」「採
用」「研修」の中で、高度な教師の専門性が
育まれるため、と考えた方が妥当であるよう
に思われる。とすれば、「教育実習」であまり
にも「人物重視」を強調した場合、そもそも
成長の過渡期にある、「未熟」な大学生にとっ
ては、彼らのほのかな夢を壊すような作用が
生まれるとも限らない。
　ここで、自ら教育実習生を育てる教育者と

社会体験を目指すようなカリキュラム編成を
期待するのは非常に困難である。また、大学
とは、そもそもそのような「経験主義」の教
授を目指しているのではない。各自治体も、
この事実を承知であるがゆえに、近年、「教師
塾」といった制度を設け、「養成」を自ら担っ
ているともいえる11。答申の言葉通り「学力
試験については一定の水準に達しているかど
うかを評価するために活用することにとど
め」ということが実際に行われるのならば、
教職を目指す大学生の4年間は、「体験」のた
めに費やされる期間とならざるを得ない。こ
れは、大学の「専門学校化」を促し、大学の
教員養成の理念とは、乖離する方向に事態が
進む可能性を示唆している12。
　では、ここで、これまで述べてきた史的動
向を整理したい。１、現在の教員の「採用」は、

「採用試験制度の改善策」を国が示したとし
ても、地方分権の名のもとに、その改善策は
放置される事態が続いている。２、「採用」
に関する国の改善策の「理念」とは、すでに
地方自治体で行われている教員確保のための
採用制度を、「人物評価重視」という言葉に
よって意味づけしている「理念」である。３、

「採用」を改革できないかわりに、「養成」の
改革が行われ、「養成」が「採用」の現状に合
わせるという構図が、実証的なデータの裏づ
けのないままに成立している。

₇　「養成」と「採用」における教育実習
の役割

　ここまで史的動向を振り返ってみると、現
在の「人物評価重視」の選考方針は、客観的
データから導かれたのではなく、各地方自治
体の選考方法への後付けとして作られた感が
否めなかった。また、「人物評価重視」の「採
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をもちうる点で、あまりにも漠然としている。こ

れでは、けん玉や三味線といった『一芸大学入試』

と同じだろう。教育行為が基本的に多様でありう

る点は認められるが、そのことと学校という公教

育機関で職務につく教員を求めることは区別され

るべきだろう」（171頁）と、述べている。

５  この答申以前にも、昭和37年、昭和40年、昭和

41年には、教育職員養成審議会が、答申の示した

改善方策を法制化すべく建議を行っているが、審

議未了で廃案となっている。

６  この自明ともいえる「資質能力」の捉え方が、

現在は崩れていると思われる。理由については後

に述べる。

７  現在、「社会人入試」によって、教員になる教員

採用試験合格者は、「大学（養成段階）の新卒者」

を跋扈するほどの数値を示している。この現実は、

大学での「養成」が「採用」と非連続であること

の証左ともいえる。

８  ここに挙げている答申とは、「新たな時代に向け

た教員養成の改善方策に」1987年12月「修士課程

を積極的に活用した教員養成の在り方について－

現職教員の再教育の推進－」1997年７月「養成と

採用・研修との連携の円滑化について」1999年12

月を指している。

９  筆者は、日本の公教育の水準から考えるのなら

ば、現在の教員を敢えて問題視する必要性を考え

てはいない。しかし、「免許更新制」をはじめとす

る、現在の国の教育改革（教員改革）を考えるな

らば、国は現在の教員の水準に満足できていない

のだと仮定することができるのではないだろうか。

にもかかわらず、ここで「教員としての適格性の

ある者の採用」が「成果」をあげているという文

言が使用されていることに違和感を感じる。その

ため敢えて「ストーリー」との言葉を用いた。

10  ただし、その「経験」が具体的に、児童生徒の

どのような指導の場面に生かされるのかは、疑問

ではある。「経験」と「指導」の因果関係は、ド

ラマや小説では描ききることができたとしても、

現実の教育現場では証明できるものではない。

11  近年「総合演習」や「教職実践演習」などの科

目が大学に新設されているのだが、この演習で、

しては、実習生に対してしかるべき言動を指
導しつつも、「人物評価重視」という曖昧な基
準から解放された「養成」を検討するべきだ
と考えている。さらにその「養成」の中で行
われる教育実習の役割もえた、「人物評価重
視」に偏らず、大学教育の成果を実習校と共
有しながら実施されるものになることが理想
であると考える。本論は、その必要性の根拠
を述べるに留まり、その具体的方策を述べる
までにはいたらなかった。稿を変えて追究し
たいと考えている。

＊本論は、埼玉学園大学助成共同研究「教育
実習における事前事後指導のあり方」（金
指初恵教授・坂田知子准教授・志村聡子准
教授との共同研究）における成果のひとつ
である。

注釈
１  教師塾の例だけではなく、「免許更新制」（研修）

についても、主体の不明確さがある。これまで研

修は、各自治体の教育委員会が主体となって行わ

れていたが、免許更新制講習を行うのは大学であ

り、そのカリキュラムの枠組みは、国によってあ

らかじめ決定されているからだ。

２  現在、実習校でのハラスメントが問題化しつつ

ある。この問題を考える際、「お願い」するという

大学のスタンスが、実習を行う学生に、弱者的な

役割を付与してしまう可能性が考えられる。この

点については、本論では触れてはいないが、稿を

変えて、言及したいと考えている。

３  例えば筆者が分析した調査結果（2008）では、「学

校の先生」になりたいと考える小学生の率は、時

系列的に比較しても非常に高い傾向を示している。

４  榊原もまた近年の「人物評価を重視する」採用

試験が、「『教育の専門家』としての教員像を崩す

側面をもつ」。「『特技』や『経験』は多くの対象
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「養成」「採用」のプロセスにおける教育実習の役割

「採用」で評価される大学生の「経験」が培われ

るのかは疑問である。

12  言うまでもなく、この「養成塾」もまた、各自

治体の教員確保のための制度である。だが、ここ

でカリキュラムの問題として、「養成塾」をとらえ

るならば、明らかに大学教育の「理論」的な教授

よりも「体験」「実践」が重んじられ、それが現

場で活かされるといった意味づけが行われている。
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